
 

 

 
 

兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部 

（令和２年１１月１８日改定） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針（抜粋） 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項に基づく緊急事態宣言が発令されたこと

から、同法の規定及び兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、感染拡大防止や

県民生活・県民経済の安定に向け、同法第 24 条第９項及び第 45 条第１項の規定等に基づく

緊急事態措置を実施してきた。 

令和２年５月 21日、本県は緊急事態措置実施区域としては解除されたが、引き続き感染防止

対策を推進するとともに、生活の日常化と経済活動の回復を目指す必要があることから、以下

の措置を実施する。 

 

 Go To Eat キャンペーン 

大人数の飲食は感染リスクが高まることを踏まえ、以下により対応 

○ 食事券・ポイントの利用は、原則として４人以下の単位での飲食とする。 

    ・但し、家族での食事の場合は対象外 

・また、乳幼児･子ども、高齢者や障がい者の介助者等、店舗での常識的な範囲での対

応は制限しない。 

〇 事業参加飲食店は、利用客が４人以下の単位になるよう、パーティション、アクリル

板、テーブル、個室等を利用し、同一グループでも利用客を物理的に分離 

〇 事業参加飲食店は、利用客全体に４人以下の単位での飲食を呼びかけ、協力できない

方には食事券・ポイントの利用を控えてもらう。また、この旨を店頭で周知 

〇  受託事業者は、人数制限についてＨＰ等で利用者に広く周知するとともに、今後の食

事券販売の際には、以下の方法により利用者から同意を取得 

・対面販売時：食事券を購入することでこの要件に同意したことになる旨を周知 

・ＷＥＢ申込：要件に同意する旨のチェックボックスを追加 
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